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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異形断面中空繊維において、
　前記繊維は中空部、形態保持部、体積制御部からなり、
　前記体積制御部は繊維の中心の反対方向に突出した形態であり、末端部はラウンド形状
からなり、
　前記繊維は、固有粘度が異なる２種の高分子からなる複合繊維であり、
　前記複合繊維は、オメガ（Ω）形自発クリンプが形成されている異形断面中空繊維。
【請求項２】
　下記の条件を満たす、請求項１に記載の異形断面中空繊維。
　（３）（ＣＴｍａｘ－Ｒ）／（ＣＴｍｉｎ－Ｒ）≧０．８０
　（４）（Ｃｔｍａｘ－ｒ）／（Ｃｔｍｉｎ－ｒ）≧０．３０
ここで、
　Ｔ１：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も大きい値
　Ｔ２：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も小さい値
　ｔ１：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も大きい値
　ｔ２：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も小さい値
　ＣＴｍａｘ：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も大きい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離がＴ１の次に大きい体積制御部との両方に接する
円
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　ＣＴｍｉｎ：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も小さい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離がＴ２の次に小さい体積制御部との両方に接する
円
　Ｃｔｍａｘ：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も大きい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離がｔ１の次に大きい体積制御部との両方に接する
円
　Ｃｔｍｉｎ：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も小さい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離がｔ２の次に小さい体積制御部との両方に接する
円
　ＣＴｍａｘ－Ｒ：ＣＴｍａｘの中心点（ＣＴｍａｘＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
　ＣＴｍｉｎ－Ｒ：ＣＴｍｉｎの中心点（ＣＴｍｉｎＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
　Ｃｔｍａｘ－ｒ：Ｃｔｍａｘの中心点（ＣｔｍａｘＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
　Ｃｔｍｉｎ－ｒ：Ｃｔｍｉｎの中心点（ＣｔｍｉｎＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
【請求項３】
　前記体積制御部を形成するために形状が放射状に展開された紡糸口金を介して製造され
る、請求項１に記載の異形断面中空繊維。
【請求項４】
　前記放射状に展開される角度は、中心点（Ｍ）を基準に、角（θ）１０°～１７°から
なる、請求項３に記載の異形断面中空繊維。
【請求項５】
　前記体積制御部は、４～１２個形成された、請求項１に記載の異形断面中空繊維。
【請求項６】
　前記中空部の中空率が１５～３０％に形成された、請求項１に記載の異形断面中空繊維
。
【請求項７】
　第１項から第６項のいずれか一項による繊維を含む繊維集合体。
【請求項８】
　前記繊維集合体が熱接着工程で製造される場合、
　繊維集合体は、異形断面中空繊維６０～９０重量％と結束材４０～１０重量％を含み、
前記異形断面中空繊維の長さは５１～６４ｍｍであり、繊維の太さは４～８デニールであ
る、請求項７に記載の繊維集合体。
【請求項９】
　前記繊維集合体がメルトブローイング工程で製造される場合、
　繊維集合体は、異形断面中空繊維２０～６０重量％と細繊のＰＰ繊維が８０～４０重量
％を含み、前記異形断面中空繊維の長さは３２～５１ｍｍであり、繊維の太さは４～８デ
ニールである、請求項７に記載の繊維集合体。
【請求項１０】
　前記異形断面中空繊維は、集合体の中で隣接する繊維間が離間されうるようにして集合
体のバルキー性と吸音性を付与するとともに、音エネルギーの回折現象を低減させる異形
断面繊維を含む、請求項７に記載の繊維集合体。
【請求項１１】
　第１項から第６項のいずれか一項による異形断面中空繊維を含む衛生材用不織布。
【請求項１２】
　前記不織布内に異形断面中空繊維を４０重量％以上含む、請求項１１に記載の衛生材用
不織布。
【請求項１３】
　前記繊維は、サイド・バイ・サイド中空構造である、請求項１に記載の異形断面中空繊
維。
【請求項１４】
　前記繊維は、粘度が異なる異成分のポリエチレンテレフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌ
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ｅｎｅ　ｂ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）、ＰＣＴ（Ｐｏｌｙ　１、４－Ｃｙ
ｃｌｏｈｅｘｙｌｅｎｅｄｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）、ポリ
プロピレン（ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ、ＰＰ）、ナイロンからなる、請求項１に記載
の異形断面中空繊維。
【請求項１５】
　前記繊維は、粘度が異なる異成分のポリエチレンテレフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌ
ｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）で構成され、繊維内ポリカルボン酸、ポ
リオールおよびポリオキシカルボン酸からなる群から１つ以上選択された多官能基を１０
～１０，０００ｐｐｍ含む、請求項１４に記載の異形断面中空繊維。
【請求項１６】
　前記クリンプは下記の条件（５）を満たす、請求項１に記載の異形断面中空繊維。
　（５）２．５ｍｍ≦Ｒ’≦４．５ｍｍ
ここで、Ｒ’：クリンプ円弧状の曲率半径
【請求項１７】
　第１項から第６項のいずれか一項による異形断面中空繊維を含む保温用不織布。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異形断面中空繊維およびこれを用いた繊維集合体に関し、さらに詳細には、
体積制御要素が形成された異形断面中空繊維およびこれを用いた繊維集合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、保温性などの機能性が要求される繊維集合体に使用される合繊繊維は、ほと
んど中空断面構造を有しており、代表的な次のような方法によって製造されている。
【０００３】
　単独ポリマーを使用した中空断面構造の繊維を利用するものである。中空構造によりデ
ッドエアーの増加で断熱性が増加し、冷却および配向結晶化工程で断面内配向性の差を中
空構造で極大化することができるため、自発クリンプが発現され、これによりボリューム
感のある製品を製造することができる。この方式は、冷却効果を極大化するために生産性
が落ち、クリンプ発現に限界があるという短所がある。
【０００４】
　さらに他の方法は、２種のポリマー収縮差を利用した中空断面構造の繊維を利用するも
のである。単独ポリマーに比べて、一般的に中空率は小さいが、２種のポリマー収縮差に
よってクリンプ発現性に優れ、ボリューム感および弾力性が持続されるという利点がある
。この方式はまた、収縮差によるクリンプ発現のために粘度の低い製品を使用するため、
中空率の向上に制約があるだけでなく、複合紡糸でのみ可能であるという短所がある。
【０００５】
　このような技術の中で、大韓民国特許発明第１３８７４６５号では、異形断面の多分割
紡糸ノズルに中空糸内側に少なくとも３つ以上の中空が形成され、繊維外側が内側の中空
が分割された数と同じ数に分割され、外側スリットが形成されて異形断面が形成されるよ
うに設計され、前記異形断面の多分割紡糸ノズルにより得られた異形断面の多分割中空糸
は、高い中空率にも外力によって中空断面が容易につぶれたり変形されたりしないので、
軽量化とボリューム感は保持されるとともに、中空糸固有の物性だけでなく、異形断面形
状と異形断面に表面凹凸を付加して吸汗速乾性を極大限にすることにより、異形断面の多
分割中空糸の軽量性、保温性および吸汗速乾性を利用できる繊維が開示された。
【０００６】
　本発明者らの多数の試験結果、前記技術は、多分割中空糸を形成することはできるもの
の、図９に示すように外側スリット２２の突出した形態が、繊維集合体で他の繊維間を離
間させる役割をするよりは、繊維間の外側スリットの干渉によって集合体内で繊維の移動
を阻害させ、均整度に不均一性を引き起こしたりして、むしろ繊維間の密着性を誘発して
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集合体内の繊維間の空間形成を阻害させて中空部が形成されたバルキー性や保温性を阻害
する要素として作用することがわかった。
【０００７】
　また、繊維集合体の保温性、バルキー性などを向上させるために、大韓民国公開特許第
２０１１－００６９４７４号では、原料を基準にポリエステル、アクリル、ポリプロピレ
ン、ポリエチレン、ポリウレタン、ウレタン、レーヨン類およびアセテートからなるグル
ープから選択される短繊維（Ｓｔａｐｌｅ　Ｆｉｂｅｒ）からなる直径４～１５μｍの極
細繊維６０～９８重量％、直径１５～４０μｍの中空繊維、異形断面繊維、シース／コア
（Ｓｈｅａｔｈ／ｃｏｒｅ）型繊維、コンジュゲート（Ｃｏｎｊｕｇａｔｅ）素材繊維ま
たはこれらの混合繊維１～３０重量％、および低融点繊維１～１２重量％を含み、低融点
繊維は、加熱によって溶けた極細繊維および中空繊維、異形断面繊維、シース／コア型繊
維、コンジュゲート素材繊維またはこれらの混合繊維を結合させ、梳綿技法によって製造
されることを特徴とする高保温性不織布が開示された。
【０００８】
　前記技術は、一部中空繊維を使用して軽量性および保温性を追求して低融点繊維の融着
により形態安定性を図ろうとする通常の要素技術はあるが、極細繊維の含量があまりに高
く、繊維間の空間によるバルキー性などを確保することができないという短所がある。
【０００９】
　そこで中空部の形態保持性を確保して、デッドエアーを確保しながら、繊維集合体で繊
維間の空間も保持することができ、さらに自発クリンプも形成することができ、弾力性や
クッション性、吸音性などの複合機能性繊維および繊維集合体が懇切に望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】大韓民国特許第１３８７４６５号公報
【特許文献２】大韓民国公開特許第２０１１－００６９４７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　前記のような問題を解決するために、本発明の目的は、中空部の形状性が安定的に確保
されるとともに、繊維集合体で体積を制御するための要素が確保されて繊維間の空間確保
により様々な機能を発現することができる繊維を提供することにある。
【００１２】
　本発明の他の目的は、体積制御要素を多様に制御して形成された繊維を提供することに
ある。
【００１３】
　本発明の他の目的は、自発クリンプ発現により様々な機能を発現することができる繊維
を提供することにある。
【００１４】
　本発明のさらなる目的は、バルキー性、保温性が確保されると、弾力性および／または
吸音性および／または水分の排出特性に優れた繊維集合体を提供することにある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、音エネルギーを消費させることができる繊維集合体を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記のような目的を達成するために、本発明は、異形断面中空繊維において、前記繊維
は中空部、形態保持部、体積制御部からなり、前記体積制御部は、繊維の中心の反対方向
に突出した形態でありえ、末端部はラウンド形状からなる異形断面中空繊維を提供する。
【００１７】
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　また、本発明は、前記体積制御部末端部の最上部をピークと、体積制御部の間をバレー
と定義するとき、下記の条件を満たす異形断面中空繊維を提供する。
【００１８】
　（１）－３≦Ｚ≦４
【００１９】

　ここで、
　Ｚ：Ｒ－ｒ
　Ｎ：体積制御部の個数
【００２０】
　また、本発明は、下記の条件を満たす異形断面中空繊維を提供する。
【００２１】
　（３）（ＣＴｍａｘ－Ｒ）／（ＣＴｍｉｎ－Ｒ）≧０．８０
　（４）（Ｃｔｍａｘ－ｒ）／（Ｃｔｍｉｎ－ｒ）≧０．３０
　ここで、
　Ｔ１：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も大きい値
　Ｔ２：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も小さい値
　ｔ１：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も大きい値
　ｔ２：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も小さい値
　ＣＴｍａｘ：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も大きい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離がＴ１の次に大きい体積制御部との両方に接する
円
　ＣＴｍｉｎ：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も小さい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離がＴ２の次に小さい体積制御部との両方に接する
円
　Ｃｔｍａｘ：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も大きい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離がｔ１の次に大きい体積制御部との両方に接する
円
　Ｃｔｍｉｎ：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も小さい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離がｔ２の次に小さい体積制御部との両方に接する
円
　ＣＴｍａｘ－Ｒ：ＣＴｍａｘの中心点（ＣＴｍａｘＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
　ＣＴｍｉｎ－Ｒ：ＣＴｍｉｎの中心点（ＣＴｍｉｎＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
　Ｃｔｍａｘ－ｒ：Ｃｔｍａｘの中心点（ＣｔｍａｘＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
　Ｃｔｍｉｎ－ｒ：Ｃｔｍｉｎの中心点（ＣｔｍｉｎＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
　また、本発明は、前記体積制御部を形成するために形状が放射状に展開された紡糸口金
を介して製造される異形断面中空繊維を提供する。
【００２２】
　また、本発明は、前記放射状に展開される角度が中心点（Ｍ）を基準に、角（θ）１０
°～１７°からなる異形断面中空繊維を提供する。
【００２３】
　また、本発明は、前記体積制御部が、４～１２個形成された異形断面中空繊維を提供す
る。
【００２４】
　また、本発明は、前記中空部が繊維断面面積において１５～３０％に形成された異形断
面中空繊維を提供する。
【００２５】
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　また、本発明は、極限粘度０．６４のポリエステルを使用して体積制御部が４個または
６個、または１２個である中空繊維を製造するが、放射温度２８５℃で紡糸速度を１，０
００ｍ／ｍｉｎで放射後、延伸比３．８で延伸した後、クリンパーにより捲縮を付与して
短繊維繊度６Ｄｅであり、繊維長６４ｍｍの異形断面中空繊維を提供する。
【００２６】
　また、本発明は、前記繊維を含む繊維集合体を提供する。
【００２７】
　また、本発明は、前記繊維集合体が熱接着工程で製造される場合、繊維集合体は、異形
断面中空繊維６０～９０重量％と結束材４０～１０重量％を含み、前記異形断面中空繊維
の長さは５１～６４ｍｍであり、繊維の太さ４～８デニールである繊維集合体を提供する
。
【００２８】
　また、本発明は、前記繊維集合体がメルトブローイング工程で製造される場合、繊維集
合体は、異形断面中空繊維２０～６０重量％と細繊のＰＰ繊維が８０～４０重量％を含み
、前記異形断面中空繊維の長さは３２～５１ｍｍであり、繊維の太さは４～８デニールで
ある繊維集合体を提供する。
【００２９】
　また、本発明は、前記異形断面中空繊維が集合体内で、隣接する繊維間が離間されるよ
うにして集合体のバルキー性と吸音性を付与するとともに、音エネルギーの回折現象を低
減させる異形断面繊維を含む繊維集合体を提供する。
【００３０】
　また、本発明は、異形断面中空繊維を含む衛生材用不織布を提供する。
【００３１】
　また、本発明は、前記不織布内異形断面中空繊維が４０重量％以上を含む衛生材用不織
布を提供する。
【００３２】
　また、本発明は、前記繊維が複合繊維として固有粘度が異なる２種の高分子からなり、
前記複合紡糸された繊維がオメガ（Ω）形自発クリンプが形成された異形断面中空繊維を
提供する。
【００３３】
　また、本発明は、前記繊維がサイド・バイ・サイド中空構造である異形断面中空繊維を
提供する。
【００３４】
　また、本発明は、前記繊維が、粘度が異なる異成分のポリエチレンテレフタレート（ｐ
ｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）、ＰＣＴ（Ｐｏｌｙ　
１、４－Ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌｅｎｅｄｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａ
ｔｅ）、ポリプロピレン（ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ、ＰＰ）、ナイロンなどからなる
異形断面中空繊維を提供する。
【００３５】
　また、本発明は、前記繊維が、粘度が異なる異成分のポリエチレンテレフタレート（ｐ
ｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）で構成され、繊維内ポ
リカルボン酸、ポリオールおよびポリオキシカルボン酸からなる群から一つ以上選択され
た多官能基を１０～１０，０００ｐｐｍである異形断面中空繊維を提供する。
【００３６】
　また、本発明は、前記クリンプが下記の条件（５）を満たす異形断面中空繊維を提供す
る。
【００３７】
　（５）２．５ｍｍ≦Ｒ’≦４．５ｍｍ
　ここで、Ｒ’：クリンプ円弧状の曲率半径
【００３８】
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　また、本発明は、前記異形断面中空繊維を含む保温用不織布を提供する。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明の一実施例による異形断面中空繊維は、中空率が比較的高く、形態が安定した繊
維を提供することができる。
【００４０】
　また、本発明は、体積制御部の干渉効果により繊維集合体でバルキー性が確保される利
点があり、これによりデッドエアーをより多く確保することができ、高い保温性および断
熱性を示すことができる利点がある。
【００４１】
　また、本発明は、中空部に加え、自発クリンプ構造によってバルキー性および弾力性と
ともに軽量性および保温性に加えて、水分排出特性、内部吸音、防音因子により優れた吸
音性などを有する複合機能性を発現する特徴がある。
【００４２】
　また、本発明による異形断面中空繊維を含む繊維集合体は、体積制御部の干渉効果によ
り繊維集合体においてバルキー性が確保される利点があり、これによりデッドエアーをよ
り多く確保することができ、高い断熱性を示すことができる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の好ましい一実施形態による繊維の断面概念図である。
【図２】本発明の好ましい一実施形態による繊維の断面概念図である。
【図３】本発明の好ましい一実施形態による繊維の断面概念図である。
【図４】本発明の好ましい一実施形態による繊維の断面概念図である。
【図５】本発明の好ましい一実施形態による繊維の断面概念図である。
【図６】本発明の好ましい一実施形態による繊維の断面概念図である。
【図７】本発明の好ましい一実施例による体積制御部に対応する紡糸口金の概念図である
。
【図８】本発明の好ましい一実施形態による繊維集合体の断面概念図である。
【図９】本発明の好ましい一実施形態によるクリンプ発現概念図である。
【図１０】従来技術による紡糸口金の概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、本発明に添付された図面を参照して、本発明を詳細に説明することにする。まず
、図面中で、同じ構成要素または部品は、可能な限り同一の参照符号を示していることに
留意しなければならない。本発明を説明するにあたり、関連する公知の機能あるいは構成
に対する具体的な説明は、本発明の要旨を曖昧にしないようにするために省略する。
【００４５】
　本明細書で使用される程度の用語、「約」、「実質的に」等は、言及された意味に固有
の製造および物質の許容誤差が提示されるとき、その数値からまたはその数値に近い意味
で使用され、本発明の理解を助けるために正確なまたは絶対的な数値が言及された開示内
容を非良心的な侵害者が不当に利用することを防止するために使用される。
【００４６】
　本明細書で繊維集合体とは、長繊維、短繊維の両方を含むものであって、非限定的な例
として、織物、編物、生地、不織布、ウェブ、スライバー、トウなど１以上の繊維が集合
していることを意味する。
【００４７】
　本発明の好ましい一実施形態による異形断面中空繊維は、繊維状に形成可能なすべての
素材からなりうる。好ましくは、ポリエチレン、テレフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅ
ｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）が使用されうるが、これに限定されず、ポ
リプロピレン（ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ、ＰＰ）、ナイロンなどが使用されうる。
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【００４８】
　前記溶融紡糸されたＰＥＴポリマーの溶融粘度は０．６０～０．６４が好ましく、冷却
効果を極大化させることができる、Ｉｎ－ｏｕｔ形態の紡糸筒が適している。繊維の太さ
は４～１５Ｄｅに多様に適用することができ、繊維長は２２～６４ｍｍでありうる。
【００４９】
　図１は、本発明の好ましい一実施形態による異形断面中空繊維の概念図であって、前記
繊維１０は、中空部１００、形状保持部２００、体積制御部３００から形成されうる。
【００５０】
　前記中空部１００の中空率は、繊維の総面積で約１５～３０％であることが望ましい。
前記の範囲を超える場合、繊維形成性に問題になることがあり、前記の範囲未満である場
合、中空保持性と本発明の様々な機能性を発現するのに限界を有しうる。前記の形態保持
部２００は、中空部１００から体積制御部３００の間の繊維状を意味する。
【００５１】
　前記体積制御部３００は、繊維の中心反対方向に突出した形態であってもよく、末端部
はラウンド形状からなってもよい。このとき体積制御部３００末端部の最上部をピーク３
１０と、各体積制御部３００の間をバレー３３０と定義することができる。このときピー
クの曲率半径をＲ、バレーの曲率半径をｒと定義することができ、それぞれの体積制御部
ごとに互いに異なるか、または同じＲとｒの値が決定されうる（図２）。
【００５２】
　また、中空部１００の中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も大きい値をＴ１
、中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も小さい値をＴ２とし、中心点（Ｍ）か
らバレー３３０までの距離が最も大きい値をｔ１、中心点（Ｍ）からバレー３３０までの
距離が最も小さい値をｔ２と定義することができる。一方、中心点（Ｍ）からピーク３１
０までの距離が最も大きい体積制御部と、中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離がＴ
１の次に大きい体積制御部との両方に接する円をＣＴｍａｘとし、中心点（Ｍ）からピー
ク３１０までの距離が最も小さい体積制御部と、中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距
離がＴ２の次に小さい体積制御部との両方に接する円をＣＴｍｉｎとし、中心点（Ｍ）か
らバレー３３０までの距離が最も大きい体積制御部と、中心点（Ｍ）からバレー３３０ま
での距離がｔ１の次に大きい体積制御部との両方に接する円をＣｔｍａｘとし、中心点（
Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も小さい体積制御部と、中心点（Ｍ）からバレー３
３０までの距離がｔ２の次に小さい体積制御部との両方に接する円をＣｔｍｉｎと規定す
ることができる。
【００５３】
　一方、ＣＴｍａｘの中心点（ＣＴｍａｘＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値をＣＴｍａ
ｘ－Ｒとし、ＣＴｍｉｎの中心点（ＣＴｍｉｎＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値をＣＴ
ｍｉｎ－Ｒとし、Ｃｔｍａｘの中心点（ＣｔｍａｘＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値を
Ｃｔｍａｘ－ｒとし、Ｃｔｍｉｎの中心点（ＣｔｍｉｎＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異
値をＣｔｍｉｎ－ｒと規定したとき、本発明による繊維は、下記の条件を満足することが
できる（図３～６）。
【００５４】
　ピークの曲率半径（Ｒ）とバレーの曲率半径（ｒ）の偏差をＺと規定したとき、前記Ｚ
は下記の条件（１）、（２）により成り立つことができる。
【００５５】
　（１）－３≦Ｚ≦４
【００５６】

　ここで、
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　Ｚ：Ｒ－ｒ
　Ｎ：体積制御部の個数
【００５７】
　繊維断面の形態分析を通じた、本発明者らの多数の試験結果、前記の範囲外で一繊維の
体積制御部が、隣接する他の繊維の体積制御部の間のバレーに挿入されて、まるでギアが
噛み合っているような構造的特性を示し、挿入された後の遊動等により離脱できず、繊維
集合体の均整度に悪い影響を与えるものと分析された。前記範囲内で繊維間の体積制御部
が互いに干渉してバルキー性が保持され、体積制御部が隣接する繊維のバレーに挿入され
ても遊動等により容易に離脱されえ、繊維集合体で均整度を向上させる要素となり得る。
【００５８】
　また、本発明の好ましい一実施形態による繊維は、ＣＴｍａｘ－Ｒ、ＣＴｍｉｎ－Ｒ、
Ｃｔｍａｘ－ｒ、Ｃｔｍｉｎ－ｒが、次の条件を満たすことができる。
【００５９】
　（３）（ＣＴｍａｘ－Ｒ）／（ＣＴｍｉｎ－Ｒ）≧０．８０
　（４）（Ｃｔｍａｘ－ｒ）／（Ｃｔｍｉｎ－ｒ）≧０．３０
　ここで、
　Ｔ１：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も大きい値
　Ｔ２：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も小さい値
　ｔ１：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も大きい値
　ｔ２：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も小さい値
　ＣＴｍａｘ：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も大きい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離がＴ１の次に大きい体積制御部との両方に接する
円
　ＣＴｍｉｎ：中心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離が最も小さい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からピーク３１０までの距離がＴ２の次に小さい体積制御部との両方に接する
円
　Ｃｔｍａｘ：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も大きい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離がｔ１の次に大きい体積制御部との両方に接する
円
　Ｃｔｍｉｎ：中心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離が最も小さい体積制御部と、中
心点（Ｍ）からバレー３３０までの距離がｔ２の次に小さい体積制御部との両方に接する
円
　ＣＴｍａｘ－Ｒ：ＣＴｍａｘの中心点（ＣＴｍａｘＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
　ＣＴｍｉｎ－Ｒ：ＣＴｍｉｎの中心点（ＣＴｍｉｎＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
　Ｃｔｍａｘ－ｒ：Ｃｔｍａｘの中心点（ＣｔｍａｘＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
　Ｃｔｍｉｎ－ｒ：Ｃｔｍｉｎの中心点（ＣｔｍｉｎＭ）と中心点（Ｍ）との間の差異値
　前記の条件（３）、（４）は、本発明の一実施例による繊維の形成性に関するものであ
りうる。理想的には、前記の値は１でなければならないが、高分子のレオロジー的特性に
よって１になるのは難しい。条件（３）は、体積制御部の形成に関するものでありうるが
、前記の範囲外では体積制御部の偏差が大きくなってｒ値の偏差も大きくなりえ、工程上
、カーディング性や繊維集合体においてバルキー性に影響を与えうる。条件（４）は、繊
維形態性と解釈されうるが、中空部１００と形態保持部２００の形成性に影響を与えうる
。前記範囲外では、中空形成性と繊維の形態保持が不安定でありうる。
 
【００６０】
　一方、前記のような繊維断面を形成するために、前記体積制御部３００の紡糸口金は、
図７に示すように放射状の形になってもよい。このとき中心点（Ｍ）を基準に、角（θ）
１０°～１７°で形成することができる。本発明者らの多数の試験結果、前記の範囲内で
中空性も保持されるとともに、異形断面の体積制御要素として、前記部材３００が機能を
発現するための、前記の条件を満足することができる繊維の断面形状が具現された。
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【００６１】
　本発明で使用される異形断面中空繊維の断面形状は、繊維表面に体積制御部が４～１２
個に形成することができる。
【００６２】
　また、本発明の一実施例による繊維は、非限定的な例として、熱可塑性樹脂であるポリ
エステルからなりえ、冷却および固化工程で結晶化速度差による自発クリンプ発現により
単繊維の状態や不織布の形態でバルキー性および弾力性を向上させるのに寄与することが
できる。
【００６３】
　本発明による繊維は、本発明による繊維のみで、または繊維間の結束構造を形成するた
めの結束材を含む繊維集合体をニードルパンチング工程、熱接着工程またはメルトブロー
リング工程により不織布の形態に成形して製造することができる。
【００６４】
　本発明による異形断面中空繊維を適用した繊維集合体は、繊維間の結束のために一般的
に使用される結束材として短繊維の形態では、熱接着工程では、シース－コア形態の低融
点ＰＥＴ短繊維を使用することができ、メルトブローイング工程では、細繊のＰＰ繊維を
使用することができる。
【００６５】
　熱接着工程で製造される素材は、異形断面中空繊維６０～９０重量％と結束材４０～１
０重量％を含む組成で構成され、ここで異形断面中空繊維の長さは、５１～６４ｍｍを有
するものが使用されえ、繊維の太さ（繊度）は、４～８デニールでありうる。熱接着工程
で異形断面中空繊維の長さが５１ｍｍ未満になると、繊維間の隙間が広くなってマトリッ
クス構造を形成するのが難しく、繊維集合体としての形成および生産が困難になる。また
、過度の空隙率により吸音および遮音性能が低下する結果をもたらしうる。
【００６６】
　異形断面中空繊維と結束材の組成重量比は６：４～９：１が好ましい。ここで異形断面
中空繊維の含量が６０重量％未満の場合には、繊維の表面積が縮小されて諸般の物性を具
現することができず、特に熱接着工程に使用される低融点ＰＥＴの含量が相対的に高くな
るため、空隙が大きいバルキー性を保持できず、繊維集合体が硬くなる。一方、異形断面
中空繊維の含量が９０重量％を超えると、相対的にバインダー繊維、すなわち結束材の含
量が１０％未満になって、繊維間の十分な結束力を保持できなくなり、これにより、集合
体を任意の形状に成形することが困難になる。
【００６７】
　メルトブローイング工程で製造される素材は、異形断面中空繊維２０～６０重量％と細
繊のＰＰ繊維が８０～４０重量％を含む組成で構成され、ここで異形断面中空繊維の長さ
は、３２～５１ｍｍを有するものが使用されえ、繊維の太さ（繊度）は、４～８デニール
であるものが使用されうる。５１ｍｍを超える場合には、開繊後、空気によってブローイ
ング工程で繊維間のもつれの発生により不均一なウェブを形成することになる。したがっ
て吸音材および充填材に適用される後工程により、３２～６４ｍｍ繊維長の範囲で、適切
な繊維長の選択が必要である。
【００６８】
　前記熱接着工程またはメルトブローイング工程により製造された不織布は、前記異形断
面繊維の体積制御部３００が隣接した繊維と接して作られる繊維間の空間によりデッドエ
アー層４００を確保することができる。前記デッドエアー層４００は、繊維のピーク３１
０と隣接した繊維のピーク３１０が接して繊維間の空間が形成されるほど、さらに広いデ
ッドエアー層４００を確保することができる。
【００６９】
　前記デッドエアー層による保温性は、繊維の間の空隙に大量の空気を保持することを利
用するものである。前記デッドエアー層によって確保されたデッドエアーは動かない空気
であって繊維によって支持されて流動性が少なく、熱を伝えず熱を遮断する機能を有する
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ため、保温性を有することができる。
【００７０】
　前記体積制御部３００は、一定範囲に制限されることで、繊維間の体積制御部３００が
、隣接する繊維のバレー３３０に挿入が容易でないようにし、挿入されても容易に離脱さ
れえ、デッドエアー層４００の確保に有利でありうる。
【００７１】
　本発明の一実施例による異形断面中空繊維を含む保温用不織布の保温性は比較例による
円形断面繊維または円形断面中空繊維を含む保温用不織布に比べて、より多くのデッドエ
アー層４００を確保することにより保温性を向上させる。
【００７２】
　円形の構造は、異形構造に比べて密集度に優れ、隣接する繊維間の配置がさらに近づい
てデッドエアー層４００を広く確保することが難しい。
【００７３】
　また、中空繊維の構造は、繊維ごとに中空層１００を有することによりデッドエアー層
４００をさらに確保することになる。中空層１００に空気が存在することにより、空気の
熱伝導率が低いことを利用して保温性を保持することができる。
【００７４】
　本発明の一実施例による異形断面中空繊維を含む不織布は、異形断面構造および体積制
御要素によって、相対的に密集度が低下してより多くのデッドエアー層４００を確保する
とともに、中空層によるデッドエアー層４００の保有により保温性をさらに向上させるこ
とができる。
【００７５】
　保温性の測定方法は、ＫＳ　Ｋ　０５６０（２０１１恒温法）を利用することができる
。
【００７６】
　前記ＫＳ　Ｋ　０５６０の方法の一つである恒温法は、適切な性能を有する保温性試験
機を使用して試験片に初荷重を加えた後、恒温発熱体に付着する。低い温度の外気に流出
する熱量が一定になり発熱体の表面温度が一定値を示してから２時間後に試験片を透過し
て放散される熱損失を求める。この数値と試験片がない状態での、同じ温度差および同じ
時間に放散される熱損失を求め、この二つの値の差により保温力を測定する。
【００７７】
　保温率は、前記ＫＳ　Ｋ　０５６０に基づいて、次の式で計算することができる。
【００７８】
　保温率（％）＝（１－α２／α１）×１００であり、ここでα１は発熱体に試験片がな
いときの放熱量（ｃａｌ／ｃｍ２／秒またはｗ／時間）であり、α２は発熱体に試験片を
付着したときの放熱量である。
【００７９】
　一方、本発明は、吸音素材としても、その機能が発現されるが、吸音とは、物体が音を
吸収することをいう。吸音材として繊維素材が多く使用されているが、繊維材料に入射し
た音のエネルギーは、その一部が表面で反射され、一部は透過し、残りは材料内に吸収さ
れる。材料内部の吸音は、多孔性材料である場合には、その内部での摩擦や粘性抵抗また
は小繊維の振動、薄い板や布である場合には、膜の振動、入り口が狭い壺のような場合に
は、共鳴によって音がエネルギーを失うため起こる。
【００８０】
　吸音は、材料の片側に音を投射し、その側でのみ観察すると、反射されてこない音は、
材料に吸収されたものと透過したものであるが、一見、その材料に吸収されたように見え
るので、これを吸音といい、入射した音のエネルギーに対して反射されていない音のエネ
ルギーの割合を吸音率という。吸音率は、音の周波数、入射角、材料の厚さ、設置方式、
およびその裏面の状況等により異なる。様々な吸音率を有する吸音材を使って、室内の音
響効果を改善したり、騒音レベルを低下させるのに使用する。
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【００８１】
　また、音はエネルギーとして回折現象によって音が伝達される特性がある。
【００８２】
　このような特性のため、吸音素材が設けられた空間であっても音が外部に伝播されうる
。そこで、本発明による繊維は、吸音性はもちろん、回折現象による音伝達現象まで抑制
することができる機能をさらに提供しようとするものである。
【００８３】
　本発明による繊維において体積制御部は、上述のように、繊維集合体で物理的干渉によ
ってバルキー性を確保して、その間に空間をさらに確保することにより、繊維の振動、相
対的な厚さの確保などにより吸音性を向上させることができる。
【００８４】
　また、前記体積制御部は、円形断面に比べて比表面積拡大により回折現象により伝播さ
れる音のエネルギーが、本発明による体積制御部によって移動する間、エネルギーが消耗
されて音のエネルギーが低減される特性を示しうる。これにより、本発明による繊維およ
び繊維集合体は、防音ないし遮音の効果までさらに達成することができる。
【００８５】
　＊一方、本発明の一実施例による繊維集合体は、前記体積制御要素により集合体内に微
細な空隙が発生して毛細管現象による水分転移特性が発現しうる。水分排出という概念で
集合体が保有する絶対水分量を集合体から除去することも重要であるが、前記集合体内で
、他の構成要素により迅速に移動させることによっても、水分排出の機能を発現すること
ができる。例えば、本発明による繊維集合体がおむつや生理用ナプキンの表面シートの用
途に使用される場合、人体内で発生した水分要素を毛細管現象により速やかに吸収し、そ
の裏面に形成されている吸収層に迅速に移動させることができる。この場合、発生した水
分要素が迅速に移動して、吸収率が向上するとともに、皮膚面と接する表面から再び吸収
層に水分が速やかに移動して快適さを発現することができる。
【００８６】
　一方、本発明による異形断面中空繊維は、複合紡糸されて製造されうる。この場合、異
形断面中空複合繊維は、繊維状に形成されうるすべての素材からなりうる。好ましくは、
粘度が異なるポリエチレンテレフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔ
ｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）が使用されうるが、これに限定されず、ポリプロピレン（ｐｏｌ
ｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ、ＰＰ）、ナイロン、ＰＣＴ（Ｐｏｌｙ　１、４－Ｃｙｃｌｏｈｅ
ｘｙｌｅｎｅｄｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）などを複合紡糸し
て使用することができる。
【００８７】
　前記固有粘度が異なる２種の高分子は、比較的高い固有粘度を有する高分子を第１高分
子４００、相対的に低い固有粘度を有する高分子を第２高分子４１０と定義することがで
きる。
【００８８】
　本発明の好ましい一実施形態による異形断面中空複合繊維は、繊維状に形成することが
できる固有粘度範囲をすべて含む。好ましくは、前記第１高分子４００は、０．６０～０
．８０の固有粘度を有し、前記第２高分子４１０は、０．５０～０．６４の固有粘度を有
する高分子を用いることができる。
【００８９】
　また、本発明の一実施例による繊維は、非限定的な例として、固有粘度が異なる２種の
ポリエステルからなってもよく、固有粘度差による自発クリンプ発現により短繊維の状態
や不織布の形態でバルキー性および弾力性を向上させるのに寄与することができる。この
とき、自発クリンプの形態は、オメガ形（つまり、ギリシャ文字（Ω）と形が類似する）
でありえ、上部はラウンド形状からなりうる。
【００９０】
　オメガ形のクリンプは、サイド・バイ・サイド型の複合繊維で発現される自発クリンプ
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形状であり、オメガ形の繊維クリンプは不規則なクリンプまたは人為的に付与したジグザ
グ形状の繊維クリンプに比べてバルキー性および圧縮後の回復力に優れた特性を示す。
【００９１】
　さらに好ましくは、０．６４の固有粘度と０．５５の固有粘度を有するＰＥＴポリマー
を複合紡糸することが望ましい。前記第１、第２高分子がともに０．５０以下の固有粘度
を有する場合、断面が円形に近づいて異形断面を具現するのに望ましくないだけでなく、
中空形成も難しい。
【００９２】
　一方、前記異形断面中空複合繊維は、粘度が異なる異成分のポリエチレンテレフタレー
ト（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）、ＰＣＴ（Ｐｏ
ｌｙ　１、４－Ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌｅｎｅｄｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅｒｅｐｈｔｈ
ａｌａｔｅ）、ポリプロピレン（ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ、ＰＰ）、ナイロンなどか
らなる異形断面中空複合繊維でありえ、また、前記異形断面中空複合繊維は、粘度が異な
る異成分のポリエチレンテレフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈ
ａｌａｔｅ、ＰＥＴ）で構成されて繊維内ポリカルボン酸、ポリオールおよびポリオキシ
カルボン酸からなる群から一つ以上選択された多官能基を１０～１０，０００ｐｐｍであ
ることを特徴とする異形断面中空複合繊維でありうる。
【００９３】
　本発明の好ましい一実施形態による複合繊維は、前記実施例の一つである中空繊維に加
えて、さらに自発クリンプが発現されうるが、前記クリンプはオメガ形でありえ、上部は
ラウンド形状でありうる。クリンプの曲率半径をＲ’と定義することができ、紡糸される
繊維の繊度により差がありうるが、基本的に下記の条件（５）を満たすことができる（図
９）。
【００９４】
　（５）２．５ｍｍ≦Ｒ’≦４．５ｍｍ
　ここで、Ｒ’：クリンプ円弧状の曲率半径
【００９５】
　以下、実施例として説明する。
【００９６】
　実施例１～３
　極限粘度０．６４のポリエステルを使用して体積制御部材が４個、６個、１２個である
繊維を製造した。紡糸温度２８５℃で紡糸速度を１，０００ｍ／ｍｉｎで紡糸後、延伸比
３．８で延伸した後、クリンパー（ｃｒｉｍｐｅｒ）により捲縮を付与して短繊維繊度６
Ｄｅであり、繊維長６４ｍｍである繊維を製造した。
【００９７】
　比較例１～３
　実施例１と同じであるが、円形断面繊維、円形中空断面繊維、ポリエステル極限粘度０
．６４と０．５０を複合紡糸した円形中空断面繊維を製造した。
【００９８】
　実施例４～６
　極限粘度０．６４のポリエステルを使用して体積制御部材が４個、６個、１２個である
繊維を製造した。紡糸温度２８５℃で紡糸速度を１，０００ｍ／ｍｉｎで紡糸後、延伸比
３．８で延伸した後、クリンパー（ｃｒｉｍｐｅｒ）により捲縮を付与して短繊維繊度５
．２Ｄｅであり、１２５／２４Ｄｅ／ｆｉｌ.である繊維を製造した後、この繊維を用い
て、それぞれ経編物に製造した。
【００９９】
　実施例７
　極限粘度０．６４のポリエステルを使用して体積制御部材が６個である繊維を製造した
。紡糸温度２８５℃で紡糸速度を１，０００ｍ／ｍｉｎで紡糸後、延伸比３．８に延伸後
、クリンパー（ｃｒｉｍｐｅｒ）により捲縮を付与して単繊維繊度６Ｄｅであり、繊維長
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６４ｍｍである繊維を製造した。この繊維を開繊した後、ウェブ状態に製造した。
【０１００】
　実施例８
　極限粘度０．６４のポリエステルを使用して体積制御部材が６個である繊維を製造した
。紡糸温度２８５℃で紡糸速度を１，０００ｍ／ｍｉｎで紡糸後、延伸比３．８に延伸後
、クリンパー（ｃｒｉｍｐｅｒ）により捲縮を付与して単繊維繊度６Ｄｅであり、繊維長
６４ｍｍである繊維を製造した。この繊維を用いるが、ポリエステル系低融点糸を２５重
量％となるように混合してニードルパンチングで不織布を製造した。この不織布は、８４
０＊８４０（ｍｍ＊ｍｍ）であり、重量は約３３０ｇになるようにした。
【０１０１】
　実施例９
　極限粘度０．６４のポリエステルを使用して体積制御部材が６個である繊維を製造した
。紡糸温度２８５℃で紡糸速度を１，０００ｍ／ｍｉｎで紡糸後、延伸比３．８に延伸後
、クリンパー（ｃｒｉｍｐｅｒ）により捲縮を付与して単繊維繊度６Ｄｅであり、繊維長
６４ｍｍである繊維を製造した。この繊維を用いるが、ポリエステル系低融点糸を２５重
量％となるように混合してニードルパンチングで不織布を製造した。この不織布は、８４
０＊８４０（ｍｍ＊ｍｍ）であり、重量は約３８０ｇになるようにした。
【０１０２】
　実施例１０
　極限粘度０．６４のポリエステルを使用して体積制御部材が６個である繊維を製造した
。紡糸温度２８５℃で紡糸速度を１，０００ｍ／ｍｉｎで紡糸後、延伸比３．８に延伸後
、クリンパー（ｃｒｉｍｐｅｒ）により捲縮を付与して単繊維繊度６Ｄｅであり、繊維長
６４ｍｍである繊維を製造した。この繊維を用いるが、ポリエステル系低融点糸を２５重
量％となるように混合してニードルパンチングで不織布を製造した。この不織布は、８４
０＊８４０（ｍｍ＊ｍｍ）であり、重量は約４４０ｇになるようにした。
【０１０３】
　実施例１１
　極限粘度０．６４のポリエステルを使用して体積制御部材が６個である繊維を製造した
。放射温度２８５℃で紡糸速度を１，０００ｍ／ｍｉｎで紡糸後、延伸比３．８に延伸後
、クリンパー（ｃｒｉｍｐｅｒ）により捲縮を付与して単繊維繊度６Ｄｅであり、繊維長
６４ｍｍである繊維を製造した。この繊維を用いるが、ポリプロピレンメルトブローン糸
を５５重量％となるように混合して不織布を製造した。この不織布は、８４０＊８４０（
ｍｍ＊ｍｍ）であり、重量は約２４０ｇであり、約２０ｍｍの厚さになるようにした。
【０１０４】
　実施例１２および１３
　極限粘度０．６４のポリエステルを使用して体積制御部材が６個である繊維を製造した
。紡糸温度２８５℃で紡糸速度を１，０００ｍ／ｍｉｎで紡糸後、延伸比３．８に延伸後
、クリンパー（ｃｒｉｍｐｅｒ）により捲縮を付与してそれぞれ単繊維繊度４Ｄｅ、６Ｄ
ｅであり、繊維長５１ｍｍである繊維を製造した。
【０１０５】
　実施例１４および１５
　実施例１２の繊維を用いるが、ポリエステル系低融点糸を２５重量％となるように混合
してニードルパンチングで不織布を製造した。この不織布は、８４０＊８４０（ｍｍ＊ｍ
ｍ）であり、重量はそれぞれ約４００ｇと７００ｇになるようにした。
【０１０６】
　実施例１６および１７
　実施例１３の繊維を用いるが、ポリエステル系低融点糸を２５重量％となるように混合
してニードルパンチングで不織布を製造した。この不織布は、８４０＊８４０（ｍｍ＊ｍ
ｍ）であり、重量はそれぞれ約４００ｇおよび７００ｇとなるようにした。
【０１０７】
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　比較例４～６

【０１０８】
　比較例７～９
　実施例７と同じであるが、円形断面繊維、円形中空繊維、ポリエステル極限粘度０．６
４と０．５０を複合紡糸した円形中空断面繊維を製造した。このとき短繊維繊度６Ｄｅで
あり、繊維長が約６４ｍｍである繊維を製造した後、それぞれの繊維を用いて開繊した後
、ウェブ状態に製造した。
【０１０９】
　比較例１０および１１　

【０１１０】
　比較例１２および１３

【０１１１】
　比較例１４および１５

【０１１２】
　比較例１６
　極限粘度０．６４のポリエステルを使用して中空断面繊維を紡糸温度２８５℃で紡糸速
度１，０００ｍ／ｍｉｎで紡糸後、延伸比３．８で延伸した後、クリンパー（ｃｒｉｍｐ
ｅｒ）により捲縮を付与して単繊維繊度６Ｄｅであり、繊維長６４ｍｍである繊維を製造
した。この繊維を用いるが、ポリプロピレンメルトブローン糸を５５重量％となるように
混合して不織布を製造した。この不織布は、８４０＊８４０（ｍｍ＊ｍｍ）であり、重量
は約２４０ｇであり、約２０ｍｍの厚さになるようにした。
【０１１３】
　比較例１７および１８
　実施例１２および１３と同じ条件で円形断面繊維４Ｄｅ、中空複合短繊維６Ｄｅを製造
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した。
【０１１４】
　比較例１９および２０
　比較例１８および１９の繊維を用いるが、ポリエステル系低融点糸を２５重量％となる
ように混合してニードルパンチングで不織布を製造した。この不織布は、８４０＊８４０
（ｍｍ＊ｍｍ）であり、重量はそれぞれ約４００ｇおよび７００ｇになるようにした。
【０１１５】
　下記の実施例および比較例において物性測定は次のように実施した。
【０１１６】
　＊複合繊維のバルキー性
　イ．試験方法
　－準備された試料を２０□２ｇ定量する。
　－試料を開繊機構を利用して、１分間開繊する。
　－開繊された試料を測定用Ｂｅａｋｅｒに入れて均一に充填されるように、末端まで２
回（４ｃｍ）Ｄｏｗｎさせる。
　－押さえ板を容器の上部に位置させた後、電子秤を０”に設定する。
　－最初１０Ｃｍの位置から４ｃｍの位置まで１ｃｍ単位で下げて、秤の重量を記録する
。
　－再び１０Ｃｍの位置まで上げながら重量を記録する。
【０１１７】
　（目盛り移動速度２秒／ｃｍ）
　ロ．バルキー性
　－初期バルキー：繊維のバルキー特性、１０ｃｍ圧縮時の値
　－圧縮バルキー：繊維の反発特性（圧縮１０～５ｃｍ値＋４ｃｍ値）／２
　－回復バルキー：繊維の弾性回復特性（回復１０～５ｃｍ値＋４ｃｍ値）／２
【０１１８】
　＊中空率
　繊維の中空率は、繊維の全面積対比の中空が占める面積の比で計算し、体積制御部があ
る中空繊維の場合、ピニオンが接した内円の面積対比の中空が占める面積比で測定した。
【０１１９】
　＊音の特性
　イ．残響室法による吸音率の測定
　ＩＳＯ　３５４（ＫＳ　Ｆ　２８０５：残響室内の吸音率の測定方法）に準ずる装備を
用いて測定した。試験片の大きさは、１．０ｍ×１．２ｍとし、残響時間は、初期音圧対
比２０ｄＢ減衰されたときとし、音源は３分の１Ｏｃｔａｖｅ　ｂａｎｄ音源を使用した
。周波数範囲は０．４～１０ｋＨｚの範囲で吸音率を測定した。
【０１２０】
　＊繊維の水分吸収率評価試験
　イ．適用範囲
　高級パッティング類に適用されるＦｅａｔｈｅｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｆｉｂｅｒの洗濯後、
脱水効果を知るために、水分吸収率の試験評価をする。
【０１２１】
　ロ．方法の概要
　繊維を開繊して蒸留水に含浸させる前と脱水後の重量を比較して吸収率を評価。
【０１２２】
　ハ．機構および装置
　－開繊機構
　－サンプル袋２つ（１００％ナイロン編物：経糸（９２本／ｉｎｃｈ）、緯糸（６０本
／ｉｎｃｈ）、１２ｃｍ×１２ｃｍ）
　－ステープラー、細髪ピン、鉄棒
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【０１２３】
　ニ．実験方法
　－準備された繊維３０ｇを開繊機構により１分間エアーで開繊する。
　－開繊された繊維を１０ｇずつ２回定量する。
　－２つのサンプル袋にそれぞれ入れてステープラーで縫合した後、重量（Ｍｓ）を測定
する。
　－細髪ピンを利用して、鉄棒に２つのサンプルの袋をぶら下げる。
　－２０□２℃の蒸留水が入ったｗａｔｅｒ　ｂａｔｈに１時間含浸させる。
　－３０分間脱水させる。
　－含浸した後、脱水されたサンプル袋の重量（Ｍｆ）を測定する。
【０１２４】
　ホ．測定
　－吸収前後の試料
　縫合されたサンプル袋を含浸前の重量（Ｍｓ）を測定する。
　１時間含浸、３０分間脱水した後の重量（Ｍｆ）を測定する。
　－計算方法
　水分吸収率（％）＝（Ｍｆ－Ｍｓ）／Ｍｓ×１００
【０１２５】
【表１】

【０１２６】
　前記表１に示すように、本発明による繊維は、体積制御部の干渉効果によりバルキー性
に優れたものと試験され、繊維集合体内で、本発明による繊維は、図８に示すように体積
制御部が、隣接する繊維の体積制御部と干渉しながら空間を確保してバルキー性が向上さ
れたことが分かった。
【０１２７】
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【０１２８】
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【表３】

【０１２９】
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【表４】

【０１３０】
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【表５】

【０１３１】
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【表６】

【０１３２】
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【表７】

【０１３３】
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【表８】

【０１３４】
　前記表２～８は、本発明による繊維からなる繊維集合体の一実施例と比較例の吸音率を
対比したものであって、概ね本発明による繊維集合体が優れた吸音性を示すものとして、
結果が導き出された。
【０１３５】
　また、下記表９に示すように、本発明による繊維は、体積制御部の干渉効果により水分
排出特性（水分吸収率が低い）が優れているものと試験され、繊維集合体内で、本発明に
よる繊維は、図８に示すように体積制御部が隣接する繊維の体積制御部と干渉しながら空
間を確保して、水分の排出性が向上されたことが分かった。
【０１３６】
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【表９】

【０１３７】
　実施例１８
　固有粘度０．６４と固有粘度０．５０のポリエステルを体積制御部が６個である紡糸口
金を介して繊維を製造した。紡糸温度２８５℃で紡糸速度を１，０００ｍ／ｍｉｎで紡糸
後、延伸比３．８で延伸した後、クリンパー（ｃｒｉｍｐｅｒ）により捲縮を付与して短
繊維繊度６Ｄｅであり、繊維長６４ｍｍである繊維を製造した。
【０１３８】
　実施例１９
　固有粘度０．６４と固有粘度０．５５のポリエステルを体積制御部が６個である紡糸口
金を介して繊維を実施例１８と同じ条件で製造した。
【０１３９】
　実施例２０
　多官能基を９００ｐｐｍ含有した固有粘度０．６４と固有粘度０．６０のポリエステル
を体積制御部が６個である紡糸口金を介して繊維を実施例１８と同じ条件で製造した。
【０１４０】
　比較例２１
　固有粘度０．６４のポリエステルを体積制御部が６個である紡糸口金を介して繊維を製
造した。紡糸温度２８５℃で紡糸速度を１，０００ｍ／ｍｉｎで紡糸後、延伸比３．８に
延伸後、クリンパー（ｃｒｉｍｐｅｒ）により捲縮を付与して単繊維繊度７Ｄｅであり、
繊維長６４ｍｍである繊維を製造した。
【０１４１】
　比較例２２～２５
　実施例１８と同じ条件で繊維を製造するが、紡糸口金を円形中空断面を適用して
　－固有粘度０．６４と固有粘度０．４６のポリエステル
　－固有粘度０．６４と固有粘度０．５０のポリエステル
　－固有粘度０．６４と固有粘度０．５５のポリエステル
　－多官能基を９００ｐｐｍ含有した固有粘度０．６４と固有粘度０．６０のポリエステ
ルなどの円形中空断面繊維を製造した。
【０１４２】
　比較例２６
　比較例１６と同じであるが、円形断面繊維で不織布を製造した。



(26) JP 6482648 B2 2019.3.13

10

20

30

40

【０１４３】
【表１０】

【０１４４】
　実施例１８～２０で製造された異形断面中空複合繊維の平均初期バルキー性が約７８１
．６であり、比較例２２～２５で製造された円形断面中空複合繊維の平均初期バルキー性
が約３６６．８であることを確認することができる。
【０１４５】
　また、図２に示すように、本発明による繊維は、オメガ（Ω）形のクリンプが形成され
ることが分かった。オメガ形のクリンプを有する実施例１８～２０の平均初期バルキー性
は約７８１．６であり、ジグザグ形のクリンプを有する比較例１は、初期バルキー性が３
１０を有することを確認することができる。すなわち、高いバルキー性を有するためには
、オメガ形のクリンプを有することが望ましいと判断することができる。
【０１４６】
　一方、本発明の一実施例による繊維の保温性を評価すると、下記の表１１のように異形
中空繊維の体積制御部の干渉効果により確保されたデッドエアー層によって保温性に優れ
たものと試験された。
【０１４７】
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【０１４８】
　１００ｇｓｍは１平方メートルあたり１００ｇであり、ｇｓｍ数値が増加するほど、グ
ラム数が増加して重量が増加し、厚さが厚くなる。単位面積当たりの不織布の厚さが厚く
なって繊維間のデッドエアー層の合計もより広くなるため、保温性が極大化されるもので
ある。
【０１４９】
　以上で説明した本発明は、前述した実施例および添付された図面によって限定されるも
のではなく、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で、様々な置換、変形および変更が
可能であることは、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者にとって明らかであ
ろう。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１０】
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